
津山市入札参加業者　　各位

　　本市が進めている入札・契約事務の見直しの一環として、談合情報への対応と

入札・契約事務に関する見直しについて（通知）

 指名停止措置について改正し、施行しました。改正の概要は別紙のとおりですが、

津山市財政部契約監理室

平成２５年９月３日

 要綱等についても、市のホームページに別途掲載しておりますのでご確認ください。

 また、7月からは、全ての入札（見積照会含む）案件の契約に違約金特約（談合等が

 あった場合、契約額の10％を徴収）を付すとともに、指名競争入札の指名業者事後

 公表を実施していますので、併せてお知らせします。

 　 なお、先般要請した法令順守の徹底、企業倫理の確立についても、引き続き取り

 組んでいただきますようお願いします。



入札事務の執行

入札取消等の措置

措置後の対応

◎談合情報の信憑性が極めて高い場合　⇒　入札取り止め、落札決定取り消し等

◎入札の適法性を欠く恐れがある場合　⇒　入札取り消し、落札決定取り消し等

◎情報と異なる結果又は落札決定が妥当な場合　⇒　契約締結（違約金1/10→2/10）

市職員へ　　12箇月以上36箇月以内

県内公務員　６箇月以上24箇月以内

上記以外　　３箇月以上12箇月以内

市職員へ　　12箇月以上36箇月以内

県内公務員　６箇月以上24箇月以内

県外公務員　３箇月以上18箇月以内

市発注　　　24箇月以上36箇月以内

県内発注　　18箇月以上24箇月以内

県外発注　　３箇月以上12箇月以内

市発注　　　24箇月以上36箇月以内

県内発注　　18箇月以上24箇月以内

県外発注　　３箇月以上12箇月以内

※要綱等は市のホームページに別途掲載しています。

談合情報対応の見直し

（改正前） （改正後）

１箇月以上24箇月以内

９箇月以内

１箇月以上12箇月以内

12箇月以内
(明確な事由なし)

独禁法違反

入札妨害・談合罪による逮捕、公訴

暴力団排除に係る事由

12箇月以内

◎警察、公正取引委員会等の捜査等に積極的に協力し、暴力団等の排除、談合防止等に貢献したと認
　められる場合には、指名停止期間を短縮し、又は指名停止をしないことができるものとする。

指名停止措置の見直し

９箇月以内

12箇月以内

９箇月以内

12箇月以内

工事施工等に当たり、安全管理、施工状況
等が不適切と認められるとき

不正又は不誠実な行為により、契約の相手
方として不適当と認められるとき

職務強要、暴力行為等、反社会的行為によ
る逮捕、公訴

贈賄容疑による逮捕、公訴

改正後改正前指名停止事由

12箇月、24箇月、36箇月のいずれか
ただし、被害を受けた届を怠ったと
きは、２箇月以上６箇月以内

談合の事実があったか否かの判断により、入

札事務を進める。

談合の疑義が払拭できるか否かの判断により、

入札事務を進める。

談合の事実があったと認められる確たる証拠

（訴訟等にも対応できるもの）がある場合に

は、入札取消、落札取消等の措置。

確たる証拠がなくても、談合の疑義が払拭で

きない又は入札の適法性を欠く恐れがある場

合には、入札取消、落札取消等の措置。

談合の確たる証拠に基づいた入札取消等の措

置のため、談合に関与した者を排除して再入

札を実施するとともに、談合に関与した者を

指名停止。

再入札を実施。ただし、確たる証拠がない場

合は、談合に関与した疑いがある者の再入札

からの排除、指名停止は行わない。確たる証

拠がある場合は見直し前と同様。


